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名古屋城天守閣整備事業に関する基本協定書 

 

 

名古屋城天守閣整備事業（以下「本事業」という。）の実施に関して、名古屋市（以下

「発注者」という。）及び株式会社竹中工務店（以下「優先交渉権者」という。）は、以

下のとおり基本協定（以下「本基本協定」という。）を締結する。 ただし、設計業務又は

工事施工業務等の契約を締結した後については、適宜「優先交渉権者」を「受注者」と読

み替えるものとする。 

 

（目的）  

第1条   本基本協定は、発注者が実施した本事業に係る技術提案の公募手続（以下「本公

募手続」という。）において、優先交渉権者の技術提案を特定したことを確認し、発注

者と優先交渉権者が相互に協力して円滑かつ確実に本事業を遂行するため、当事者が果

たすべき義務その他の必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（当事者の義務）  

第2条   発注者及び優先交渉権者は、本基本協定にかかる一切を、信義に従い誠実に行う。  

2  発注者は、文化庁等関係機関の調整及び手続等を行い、文化財保護法(昭和25年5月30

日法律第214号)第125条第1項の規定による許可（天守閣木造復元方針、それに伴う現天

守閣解体、天守台石垣の改修を含む天守閣木造復元に関する現状変更等。以下、「現状

変更許可」という。）を申請する。 

3  優先交渉権者は、前項に伴い発注者が実施する文化財の復元に必要な諸手続において

責任をもって必要な資料を作成する。 

4  発注者と優先交渉権者は、現状変更許可の取得に際しては、互いに協力する。 

 

（規定の適用関係）  

第3条   本事業は、以下に準拠する。 

一 本基本協定 

二 設計業務、調査業務、工事監理業務及び工事施工業務に係る各契約書（以下「契約

書」という。） 

三 発注者が本公募手続において配布した資料及び当該資料に係る質問回答書（技術的

事項の確認に関する質疑回答を含む。）（以下、総称して「説明書等」という。） 

四 本公募手続において優先交渉権者の技術提案に関して優先交渉権者が発注者に提出

した資料（以下「技術提案書」という。） 

2  発注者が本公募手続において配布した資料とは、平成27年12月2日付けの公募型プロポ

ーザル実施公告、実施説明書、業務要求水準書（同変更リストを含む。）、様式集及び

参考資料集のことである。（ただし、準拠書面に明記されている場合を除き、参考資料

集は参考とする。） 
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3   優先交渉権者が発注者に提出した資料とは、技術的事項の確認質疑事項の回答（平成

28年3月17日付け提出の第1回から平成28年3月24日付け提出の第5回まで）及び平成28年3

月25日付け提出の技術提案書のことである。 

4   第1項に定める準拠書面の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、第23条に記載のあ

る項目を除き、契約書、本基本協定、説明書等、技術提案書の順に優先して適用される。 

 

（事業期間）  

第4条  本事業の期間は、本基本協定の締結の日に開始し、平成43年11月30日までとする。

ただし、天守閣の完成期限については平成34年12月31日までとする。 

2   前項の規定にかかわらず、本事業が終了した日が早く到来した場合は、そちらの期日

までとする。 

 

（事業の概要）  

第5条  本事業は、以下の各号の業務から構成するものとし、優先交渉権者は、本基本協

定に定める手続きに従い締結する契約に基づき業務を履行する。  

一 基本設計業務 (施工技術検討を含む)  

二 実施設計業務（施工技術検討を含む） 

三 調査業務 

四 工事監理業務 

五 先行工事施工業務 

六 本体工事施工業務 

七 石垣工事施工業務 

なお、以下、一と二を総称して「設計業務」、五から七を総称して「工事施工業務」

という。 

2   本事業費の総額は、46,710,000,000円(消費税及び地方消費税を含まない)を上限とし

超えないものとする。 

3  発注者は、第1項に掲げた優先交渉権者が行う業務に必要な情報を可能な限り提示する。 

 

（予算の成立等） 

第6条   設計業務、調査業務及び工事監理業務に係る契約は、予算の成立を条件とする。 

2   工事施工業務に係る契約は、工事施工業務に係る予算の成立及び議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年名古屋市条例第43号）第2条の規

定に基づく、名古屋市議会における議会の議決を条件とする。当該議決を経るまでは仮

契約とし、当該議決があった時をもって本契約とするものとする。 

3   前2項に係る予算が成立しない場合又は前項に係る議決が得られない場合は、本事業を

中止し、契約の締結をしないことがある。また、その場合、当該予算に係る業務につい

ては発注者、優先交渉権者の間に何ら権利、義務が発生せず、発注者は予算の成立につ

いて何ら責を負わない。 

 

（設計業務、調査業務及び工事監理業務の契約手続等）  
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第7条   発注者及び優先交渉権者は、本基本協定締結後、設計業務、調査業務及び工事監

理業務のうち、第6条第1項の予算の成立したものから順次、契約（以下「設計業務等契

約」という。）を締結する。なお、価格等交渉の結果、設計業務等契約の合意に至らな

かった場合、価格等の交渉の不成立が確定するものとする。 

 

（工事施工業務の契約手続等）  

第8条   優先交渉権者は、設計業務等契約において発注者に部分引渡しした設計成果物に

対して、工事施工業務の事業費の内訳が確認できる事業費内訳書を付した見積書、数量

調書及び見積条件書（以下「当初見積書等」という。）を発注者に順次提出する。  

2  発注者及び優先交渉権者は、前項により順次提出された当初見積書等の内容について

価格等の交渉を行い、見積条件等を見直す必要がある場合には、見直しを行う。 

3  前項により価格等の交渉が成立した場合は、優先交渉権者は、その内容に基づき、交

渉結果を踏まえた見積書等（以下「改定見積書等」という。）を、発注者の指定する提

出方法により適宜、発注者に提出する。  

4  発注者は、改定見積書等に基づき予定価格を定める。  

5  優先交渉権者は、定められた様式及び内容の最終的な見積書等（以下「最終見積書等」

という。）を作成し、発注者の指定する提出方法により発注者に提出し、発注者と見積

合せを行う。 

6  発注者及び優先交渉権者は、前項の見積合せの結果、最終見積書等における工事施工

業務の事業費が予定価格以下の場合は、第6条第2項の予算の成立後順次、工事施工業務

契約を締結する。  

7  第2項に基づく価格等の交渉の結果、工事施工業務契約の合意に至らなかった場合、価

格等の交渉の不成立が確定するものとする。 

8  価格等の交渉の成立及び不成立については、成立条件を含めて学識経験者への意見聴

取を踏まえて決定する。 

 

（価格等の交渉の不成立）  

第9条  発注者、優先交渉権者いずれの責にも帰すべからざる事由により、価格等の交渉

が不成立になった場合、発注者は、非特定となった旨とその理由を書面により通知する。 

2  価格等の交渉が不成立となった場合、第7条及び第8条に基づく契約手続等に関し、す

でに支出した費用については各自の負担とし、第17条から第23条までの規定に基づくも

のを除き、相互の債権債務関係を生じないことを確認する。ただし、発注者は、すでに

締結された設計業務等契約に基づく業務委託料及び工事施工業務契約に基づく請負代金

は支払うものとする。 

 

（総括代理人等）  

第10条  優先交渉権者は、契約締結した業務に関して総括代理人を置き、その氏名その他
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必要な事項を直ちに発注者に通知しなければならない。また、総括代理人を変更したと

きも同様とする。  

2   総括代理人は、本事業にかかる契約の履行に関し、事業の管理及び統括を行うほか、

次の各号に掲げる権限を除く、本事業にかかる契約に基づく受注者の一切の権限を行使

することができる。 

 一 契約金額の変更 

 二 履行期間の変更 

 三 契約金額の請求及び受理 

 四 第11条第1項の請求の受理 

 五 第11条第2項の決定及び通知 

 六 本事業にかかる契約の解除 

3  優先交渉権者は、発注者に対する本事業に係る契約に定める請求、通知、報告、申出

及び確認等を、総括代理人を経由して行い、発注者は、優先交渉権者に対する本事業に

係る契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾等を、総括代理人を経由して行

う。  

4   優先交渉権者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち総括代理人に委

任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者

に通知しなければならない。  

5  優先交渉権者は、総括代理人に委任する権限のうち、工事施工業務に係る権限に限り、

現場代理人に委任することができる。なお、現場代理人に委任する権限がある場合は、

あらかじめ、委任する権限の内容を発注者に通知しなければならない。  

6  総括代理人は、工事施工業務契約の契約約款に規定する現場代理人を兼ねることがで

きる。 

 

（総括代理人の変更等の請求）  

第11条  発注者は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を

確保するために著しく不適当と認められる場合には、優先交渉権者に対して、その理由

を明示した書面により、総括代理人の変更等の必要な措置をとるべきことを請求するこ

とができる。  

2  優先交渉権者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る措置について決定し、

その結果について請求を受けた日から7日以内に発注者に通知しなければならない。  

 

（事業費の遵守）  

第12条  優先交渉権者は、第5条第2項で示した事業費を遵守する。 

2   優先交渉権者は、設計業務、調査業務、工事監理業務及び工事施工業務を進める段階
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において、要求水準の変更又は法令変更（消費税等の税率変更を除く。）等の事態が生

じた場合においても、本事業費の上限金額の範囲内で契約を締結するよう最大限の努力

をするものとする。 

3   優先交渉権者は、前項の場合において、自らの努力のみでは合理的に本事業費の上限

金額を遵守することができない場合、発注者と協議する。 

4   発注者は、前項の協議を行った場合には、協議の過程及び結果について公表すること

ができる。 

 

（事業期間の遵守）  

第13条 優先交渉権者は、第4条で定める事業期間及び天守閣の完成期限を遵守する。 

2  優先交渉権者は、本基本協定の締結後すみやかに、本基本協定の締結日からの事業工

程表を作成し、発注者に提出するとともに確認を受けなければならない。 

3   優先交渉権者は、事業工程表について変更があった場合には、速やかに発注者に当該

変更後の事業工程表を提出して確認を得なければならない。 

4  発注者は、前項の確認の結果、事業工程表の内容が要求水準に適合しないと認める場

合には優先交渉権者に是正を求めることができる。この場合、優先交渉権者は自らの責

任で速やかに是正を行い、前項の確認を受けなければならない。 

5  優先交渉権者は、設計業務、調査業務、工事監理業務及び工事施工業務を進める段階

において、要求水準の変更又は法令変更（消費税等の税率変更を除く。）等の事態が生

じた場合においても、事業期間及び天守閣の完成期限を遵守するよう最大限の努力をす

るものとする。  

6  優先交渉権者は、前項の場合において、自らの努力のみでは合理的に事業期間又は天

守閣の完成期限を遵守することができない場合、発注者と協議する。  

7   発注者は、前項の協議を行った場合には、協議の過程及び結果について公表すること

ができる。  

 

（関連工事等の調整）  

第14条  優先交渉権者は、発注者又はその他関係者が本事業により整備される施設に関し

て個別に発注する第三者の施工する工事が、本事業の遂行上密接に関連する場合は、第

三者の行う当該工事（以下「関連工事等」という。）の円滑な施工に協力し、その施工

に必要な調整を行う。 

2  関連工事等が実施される場合においても、原則として事業期間の延長や事業費の増加

は行わない。ただし、発注者がやむを得ないものとして認めた場合はこの限りではない。  

3  優先交渉権者は、関連工事等が実施される場合、関連工事等を実施する第三者及びそ

の使用人等に関する責任を負わない。ただし、優先交渉権者による調整が不適当と認め

られる場合はこの限りではない。  

 

（関係者協議会の設置） 

第15条  発注者及び優先交渉権者は、本事業を円滑に実施するために必要な事項に関する

調整を行うことを目的とし、発注者、優先交渉権者及びその他の関係者により構成する
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関係者協議会を設置する。 

2  関係者協議会の構成員は、発注者と優先交渉権者で協議して定める。  

 

（履行の担保）  

第16条  優先交渉権者は、要求水準を遵守し、発注者と十分協議を行いながら本事業を実

施しなければならない。  

  

（設計成果の取扱い等）  

第17条  優先交渉権者は、本事業に関して発注者に提出する資料等（技術提案書及び成果

物を含むがこれらに限定されない。）が、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、

商標権、著作権その他の法令の定めにより保護される第三者の権利（以下、「特許権等」

という。）等を侵害するものではないことを、発注者に対して保証する。優先交渉権者

は、当該資料等が第三者の有する特許権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、

又は必要な措置を講じなければならないときは、優先交渉権者がその賠償額を負担し、

又は必要な措置を講ずるものとする。  

2   発注者は、発注者及び優先交渉権者の間で第9条の価格等の交渉の不成立が確定した場

合も、設計業務、調査業務の完成検査及び設計業務等契約に対する支払いを行うものと

する。また、その場合には、発注者は、優先交渉権者と協議のうえ、本事業に関して必

要な範囲で成果物を無償で利用し、また、発注者の指定する者に無償で利用させること

ができるものとする。次点以降の交渉権者は、必要に応じて当初の優先交渉権者の設計

成果を参考とすることができるものとする。 

3   発注者及び優先交渉権者の間で価格等の交渉の不成立が確定した場合において、その

時点までの設計成果に当初の優先交渉権者の特許権等が含まれ又は当該特許権等を使用

することが前提となっており、前項に基づく設計業務の成果物の無償許諾に加えて発注

者が指定する者が当該特許権等（前項に基づく成果物の無償許諾の範囲に含まれるもの

を除く。）の使用を希望するときは、当該使用者が当該特許権等の使用の許諾を申請す

るとともに合理的な許諾料を支払うことを前提として、優先交渉権者は、発注者及び発

注者が指定する第三者に対して当該特許権等の使用を許諾するものとする。  

 

（事業の中止等） 

第18条 本事業が中止になった場合、本基本協定が解除された場合又は価格等の交渉の不

成立が確定した場合、発注者は契約を締結していない部分については損害賠償の責めを

負わない。 

2  本事業が発注者又は優先交渉権者の責めに帰すべき事由で中止になった場合、その相

手方は損害賠償の請求をすることができる。 

 

（協定の解除等）  

第19条 発注者は、優先交渉権者が次の各号のいずれかに該当するときは、本基本協定を

解除することができる。 



7 

 

一  優先交渉権者が次のいずれかに該当するとき。 

ア  役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、そ

の他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人

にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同

じ。）が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法

律第77号）第2条第2号に規定する暴力団（以下この号において「暴力団」という。）

の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不

法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。）であると認められるとき。 

イ  暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ  役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若

しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。以

下この号において同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

エ  役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは

運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するな

ど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

オ  役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。 

カ  役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りな

がら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

二 優先交渉権者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律

第54号。以下「独占禁止法」という。）第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反

（以下「独占禁止法違反」という。）するとして、独占禁止法第49条に規定する排除

措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。 

三  優先交渉権者又は優先交渉権者の役員若しくは優先交渉権者の使用人が、刑法（明

治40年法律第45号）第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第

1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた（刑

の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。）とき。 

四  前2号に規定するもののほか、優先交渉権者又は優先交渉権者の役員若しくは優先交

渉権者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の

規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。 

五 その他本基本協定に重大な違反をしたとき。 

2   本事業が中止になった場合は、自動的に本基本協定は解除されたものとする。 

 

（権利義務の譲渡等）  

第20条  優先交渉権者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、本基本協定上の地位及

び本基本協定に基づく権利義務を、第三者に譲渡し若しくは承継させ又は担保に供する

ことその他一切の処分を行わない。  
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（秘密保持等）  

第21条  発注者及び優先交渉権者は、本基本協定に関連して相手方から知り得た情報を秘密

情報として保持するとともに、かかる秘密情報を本基本協定の履行以外の目的に使用し、

又は相手方の承諾なしに第三者に開示してはならない。 但し、公知のものは除く。 

 

（協定内容の変更）  

第22条  本基本協定に規定する各事項は、発注者及び優先交渉権者の書面による同意がな

ければ変更することはできない。  

 

（準拠法及び管轄裁判所）  

第23条  本基本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本基本協定及び

契約書に関して生じた当事者間の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とする。なお、本条の定めは、契約書における紛争解決に関する規定 

（管轄裁判所、あっせん又は調停、仲裁に関する規定を含む。）に優先して適用される。  

 

（その他）  

第24条  本基本協定に定めのない事項又は本基本協定に関し疑義が生じた場合は、発注者

と優先交渉権者が誠実に協議するものとする。  

（以下余白）  
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本基本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保

有する。  

 

 

平成29年5月9日  

 

 

 

（発注者）                     

             愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号    

                  

名古屋市長 河村 たかし          

 

 

 

 

（優先交渉権者）                     

              名古屋市中区錦二丁目2番13号 

 

株式会社 竹中工務店名古屋支店 

常務執行役員支店長  風岡 慶彦 

         


